
電気用品安全法の解釈　－　対象非対象関係

平成１５年３月２６日　製品安全課

商品名等
（電気用品名等）

屋外釣銭器用ヒーター

１　当該商品等の概要

○用途、機能、性能
　屋外に設置される精算用釣銭器を保温するためのボード状のヒータである。低温
時における釣銭機の誤動作等を防止する。
　

○構造、仕様、意匠
　外形はＬ字形をしており、釣銭器の上面と側面に当てた状態で保温する。
　アルミ製筐体内にコードヒーターを有しており、断熱材を封じ込めている。温
度制御には電子式サーモスタットを用いている。
　使用外気温度：－１０～２０℃、最大温度：５５℃（外気温２０℃）、通常設
　定温度３５～４０℃。
　定格：１００Ｖ、１１０Ｗ、５０／６０Ｈｚ
　
○ 主な使用者、販売先
屋外において物品を販売する事業者等。

２　対象・非対象の解釈
　
　特定電気用品以外の電気用品中、電熱器具の「電熱ボード」として取り扱う。

（理由）
　構造・用途より判断して、「電熱ボード」として取り扱うのが妥当と判断する。


